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学校施設開放事業における使用自粛解除について（通知） 

 

 日頃より、学校施設開放事業及び施設管理にご配慮をいただき感謝申し上げます。 

さて、学校施設開放事業につきましては、国の緊急事態宣言を受け、学校施設内での感

染リスクを減らす観点から、３月以降自粛をお願いしていたところですが、国の緊急事

態宣言解除及び体育施設等の段階的な再開要請を受け、また、今般、本市スポーツ施設

において制限付き利用を解除したことから、学校施設開放事業についても、６月２２日

（月）をもって自粛を解除し再開したいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、学校施設開放事業の再開にあたっては、学校施設を学校教育に支障のない範囲

において開放するものであり、特に屋内施設については、今般の新型コロナウイルス感

染症対策としての「こまめな換気」や「使用後の消毒」等の課題もあることから、各学

校において開放する施設（屋内運動場・屋外運動場）については、学校長の判断による

ものとします。 

 また、施設開放時には、別紙（参考チェックリスト）を配布するなど、今後とも児童・

生徒及び利用者の感染リスクを減らすよう努めていただきますようお願い申し上げま

す。 
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